
令和6年（ワ）第6807号・令和7年（ワ）第9801号　投稿記事削除等請求事件
原 告 部落解放同盟大阪府連合会　外4名
被 告 宮 部 龍 彦

証 拠 説 明 書

大阪地方裁判所第22民事部合議2係　御中
令和8年5月7日

被 告 宮 部 龍 彦

乙46号証ないし乙56号証について、国立国会図書館デジタルコレクションのPID
及びウェブ取得資料の出典URLは、表中には記載せず、末尾の「出典等一覧」にま
とめて記載する。これらは、当該資料が公刊又は公開資料であることを示す趣旨で
付記するものである。

乙号証 標目 原本
写

作成年月日 作成者 立証趣旨

乙46 「青年の要求
と解放運動部
落解放第12回
全国青年集
会・報告書」
中「大阪府連
西郡支部青年
部」該当ペー
ジ抜粋

写し
（抜
粋）

1968 部落解
放同盟
中央本
部

部落解放同盟中央本部編の公刊
物に、大阪府連西郡支部青年部
の活動報告が掲載され、西郡が
八尾市北部の地域として説明さ
れている事実

乙47 「部落」44巻
3号「変貌い
ちじるしい町
八尾市西郡」
該当ページ抜
粋

写し
（抜
粋）

1992/03 部落問
題研究
所

公刊雑誌において八尾市西郡が
同和行政・地区環境の文脈で取
り上げられており、西郡地区が
公刊物上で公然と扱われてきた
事実
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乙号証 標目 原本
写

作成年月日 作成者 立証趣旨

乙48 「部落」14巻
7号「八尾市
西郡部落の民
主化闘争風呂
闘争を中心に
して」該当
ページ抜粋

写し
（抜
粋）

1962/07 川内俊
彦、部
落問題
研究所

公刊雑誌に「八尾市西郡部落」
と題する記事が掲載され、西郡
がその名称で公然と論じられて
いた事実

乙49 部落解放研究
115号「西成
地区自立就労
支援センター
の取り組み」

写し 1997/04 部落解
放同盟
大阪府
連合会
西成支
部

部落解放同盟大阪府連合会西成
支部自身が、西成地区を冠して
地区の実態、同和地区生活実態
調査、就労支援等を公表してい
る事実

乙50 大阪市「平成
20年度定期監
察（共通課題
監察）の改善
措置等につい
て」該当ペー
ジ抜粋

写し
（抜
粋）

2008年度 大阪市 大阪市の公開資料に「西成同和
地区解放会館」「大阪市同和事
業促進西成地区協議会」等の名
称が掲載され、行政資料上も西
成地区関係施設・団体名が公表
されている事実

乙51 市政研究113
号「西成地区
街づくり委員
会の取り組み
経過・現状・
課題」該当
ページ抜粋

写し
（抜
粋）

1996/10 松岡徹 公刊雑誌において、西成地区、
水平社運動、部落解放同盟西成
支部、同和対策事業、大阪市同
和地区生活実態調査等が説明さ
れている事実
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乙号証 標目 原本
写

作成年月日 作成者 立証趣旨

乙52 大東市立人権
文化センター
条例

写し 2000/03/17 大東市 大東市の例規上、旧「大東市立
同和会館条例」の全部改正によ
り、大東市立野崎人権文化セン
ターが設置され、人権・同和問
題の解決に資する施設として位
置付けられている事実

乙53 大東市「人権
行政基本方
針」該当ペー
ジ抜粋

写し
（抜
粋）

2023/03 大東市 大東市の公式資料に、審議会等
の委員として「部落解放同盟大
阪府連合会野崎支部支部長」
が掲載されている事実

乙54 大東市立野崎
人権文化セン
ター内部評価
結果

写し 2022年度 大東市 大東市の評価資料において、野
崎人権文化センターが社会福祉
法上の隣保事業を実施する隣保
館機能を有する施設として説明
され、指定管理者がNPO法人
大東野崎人権協会であるとされ
ている事実

乙55 大東市「部落
差別の解消を
めざして」該
当ページ抜粋

写し
（抜
粋）

2025/03 大東市 大東市の啓発資料において、相
談窓口として野崎人権文化セン
ター及び指定管理者である
NPO法人大東野崎人権協会が
掲載されている事実

乙56 大東市立青少
年教育セン
ター条例

写し 2001/09/28 大東市 大東市の例規上、旧「大東市立
同和教育センター条例」の全部
改正により、大東市立野崎青少
年教育センターが設置されてい
る事実
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乙号証 標目 原本
写

作成年月日 作成者 立証趣旨

乙57 角岡伸彦『ピ
ストルと荊冠
〈被差別〉と
〈暴力〉で大
阪を背負った
男・小西邦
彦』該当ペー
ジ抜粋

写し
（抜
粋）

2017/01/19 角岡伸
彦、講
談社

小西邦彦が部落解放同盟大阪府
連の執行委員・大阪府連行動隊
副隊長等を務め、飛鳥会事件後
に大阪府連から除名されたこ
と、同書が大阪府連幹部による
黙認等を指摘していること、産
経新聞回答として同盟支部長の
肩書を悪用した犯罪行為及び組
織による長年の放置が指摘され
ていること。原告大阪府連及び
支部らが地域住民全体を当然に
代表するとはいえない事情

乙58 中原京三『追
跡・えせ同和
行為』該当
ページ抜粋

写し
（抜
粋）

1988/06/01 中原京
三、部
落問題
研究所
出版部

同書が大阪府における窓口一本
化、解同府連と大阪府同和建設
協会、上納金、同建協・公共事
業利権、解同府連支部段階の幹
部と暴力団との関係、西成支部
長等に関する記述をしているこ
と。原告大阪府連及び支部らが
地域住民全体の利益を当然に体
現する主体とはいえない事情

乙59 馬原鉄男『部
落解放運動の
70年』該当
ページ抜粋

写し
（抜
粋）

1992/02/25 馬原鉄
男、新
日本出
版社

同書が解同大阪府連による暴力
的糾弾、窓口一本化、富田林等
の支部活動家の除名処分、一〇
〇〇名をこえる同盟員の排除、
解同大阪府連正常化委員会の発
足を記述していること。原告ら
が府内の部落住民・出身者を一
元的に代表するものではないこ
と
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乙号証 標目 原本
写

作成年月日 作成者 立証趣旨

乙60 『人権と部落
問題』55巻4
号「『法』後の
行政・教育・
運動」関係記
事該当ページ
抜粋

写し
（抜
粋）

2003/03/01 国広悦
正等、
部落問
題研究
所

八尾市人権西郡地域協議会事務
所における暴力・傷害事件、暴
力団構成員であることを告げた
威圧、八尾市職員への暴力等が
公刊物に記述されていること。
西郡地域の関係団体を地域住民
全体の利益を当然に体現する主
体とみることには疑問がある事
情

乙61 『同和問題と
日本共産党』
該当ページ抜
粋

写し
（抜
粋）

1975/06/12 日本共
産党中
央委員
会出版
局

同書が大阪の同和行政の私物
化、府同促協の役員が「解同」
府連朝田派幹部で占められてい
たこと、告訴告発事件33件及び
数百件に近い犯罪行為との指
摘、山口春信、富田林関係、大
阪府同和金融公社、同和建設協
会、支部長印が必要条件とされ
る仕組み、朝田派以外の者の排
除等を記述していること。原告
大阪府連及び支部らの代表性に
は実質的疑義があること
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乙号証 標目 原本
写

作成年月日 作成者 立証趣旨

乙62 『部落解放同
盟大阪府連合
会第28回大会
決定集』該当
ページ抜粋

写し
（抜
粋）

1981/06/20 部落解
放同盟
大阪府
連合会

原告大阪府連の自己資料に、野
崎支部代議員が大東市の同和行
政について「印鑑を持って役所
へ行けば金がもらえる」「運動
の観点はひとかけらもない」等
と述べ、西郡支部代議員が西郡
支部を「同和事業支部」の域を
出ていないと述べた記載がある
こと。支部自身の資料上も地域
代表性が当然視できないこと

乙63 神奈川新聞
「現新6氏の
争いか」

写し 2025/10/11 神奈川
新聞社

川崎市長選挙において、神奈川
新聞社が被告宮部について「差
別が拡散する恐れがあるため、
異なる扱い」とする旨の「おこ
とわり」を掲載し、通常の候補
予定者報道と異なる取扱いを公
示した事実

乙64 神奈川新聞
「10.26 川崎
市長選候補者
紹介」

写し 2025/10/14 神奈川
新聞社

同紙が候補者紹介記事において
他候補者5名の政策・人物像等
を掲載する一方、被告宮部を同
一形式の候補者紹介から外した
事実

乙65 神奈川新聞
「川崎市長選
アンケート
上」

写し 2025/10/15 神奈川
新聞社

同紙が候補者アンケートにおい
て、他候補者の回答は掲載され
る一方、被告宮部の回答は同じ
形式で掲載されなかった事実
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乙号証 標目 原本
写

作成年月日 作成者 立証趣旨

乙66 カナロコ「川
崎市長選に出
馬の宮部龍彦
氏に、市民ら
『差別主義
者』と落選運
動」

写し 2025/10/12 神奈川
新聞
社、石
橋学

被告宮部が「レイシスト」「差
別主義者」等と表示され、市民
らが「演説しているのは差別主
義者です」「差別には一票たり
とも入れてはいけません」など
と呼びかけ、被告宮部に投票し
ないよう落選運動を行ったこと
が報じられた事実

乙67 カナロコ「川
崎市長選挙宮
部龍彦氏、演
説でデマ繰り
返す動画も公
開し差別拡
散」

写し 2025/10/22 神奈川
新聞
社、石
橋学

被告宮部について「極めて悪質
なレイシスト」「選挙ヘイト」
等と断定する記事が掲載され、
差別反対や「NO HATE」など
のプラカードを掲げた抗議者ら
に囲まれて演説する被告宮部の
写真が掲載され、同写真中に
「アホカス差別野郎」と大書し
たプラカードが掲げられている
事実

乙68 カナロコ「川
崎市長選挙、
宮部龍彦氏の
差別扇動に批
判『市長選に
出る資格な
い』」

写し 2025/10/19 神奈川
新聞
社、石
橋学

被告宮部について「市長選に出
る資格ない」とする批判が報じ
られ、被告宮部の候補者として
の資格や適性そのものを否定す
る趣旨の社会的評価が示された
事実
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乙号証 標目 原本
写

作成年月日 作成者 立証趣旨

乙69 カナロコ「川
崎市長選挙、
排外主義にあ
らがう良心示
す1票を」

写し 2025/10/25 神奈川
新聞
社、石
橋学

投票直前に、被告宮部を排外主
義者ないし差別扇動者と位置付
け、レイシスト以外の候補者へ
の投票により差別に反対する意
思を示すことができるとする趣
旨の記事が掲載された事実

乙70 カナロコ「川
崎市長選挙で
落選の宮部龍
彦氏『一般に
支持広がら
ず』供託金は
没収に」

写し 2025/10/27 神奈川
新聞社

川崎市長選挙後も、被告宮部に
ついて「レイシスト」「選挙ヘ
イトが批判を浴びた」等の否定
的評価を伴う記事が掲載され、
供託金没収を含む選挙結果が報
じられた事実

乙71 全国市民オン
ブズマン連絡
会議包括外部
監査評価班か
ら被告宮部宛
書簡（参加見
合わせの通
知）

写し 2026/04/11 全国市
民オン
ブズマ
ン連絡
会議包
括外部
監査評
価班

被告宮部が、前訴判決で示現舎
の書籍出版等がプライバシー侵
害と認定されたこと及び被告宮
部の政治的主張等を理由とし
て、包括外部監査評価班への参
加を拒否された事実

出 典 等 一 覧

本一覧は、上記各証拠のうち乙46号証ないし乙56号証について、地区名等が公刊
又は公開資料上で扱われていることを示す趣旨で、国立国会図書館デジタルコレク
ションのPID又はウェブ取得資料の出典URLを整理したものである。
1　乙46
国立国会図書館デジタルコレクション PID 3446522
https://dl.ndl.go.jp/pid/3446522
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2　乙47
国立国会図書館デジタルコレクション PID 2800889
https://dl.ndl.go.jp/pid/2800889
3　乙48
国立国会図書館デジタルコレクション PID 2800500
https://dl.ndl.go.jp/pid/2800500
4　乙49
出典URL
https://blhrri.org/old/info/book_guide/kiyou/ronbun/kiyou_0115-04.pdf
5　乙50
出典URL
https://www.city.osaka.lg.jp/somu/cmsfiles/contents/
0000090/90850/20kyotuhontai.pdf
6　乙51
国立国会図書館デジタルコレクション PID 2711984
https://dl.ndl.go.jp/pid/2711984
7　乙52
出典URL
https://www.city.daito.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/k220RG00000194.html
8　乙53
出典URL
https://www.city.daito.lg.jp/uploaded/life/11073_113371_misc.pdf
9　乙54
出典URL
https://www.city.daito.lg.jp/uploaded/attachment/29304.pdf
10　乙55
出典URL
https://www.city.daito.lg.jp/uploaded/life/62456_159723_misc.pdf
11　乙56
出典URL
https://www.city.daito.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/k220RG00000904.html

以上
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